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要
旨

本
法
律
案
は
、
障
害
者
に
対
す
る
虐
待
が
障
害
者
の
尊
厳
を
害
す
る
も
の
で
あ
り
、
障
害
者
の
自
立
及
び
社
会
参
加
に
と
っ

て
障
害
者
に
対
す
る
虐
待
を
防
止
す
る
こ
と
が
極
め
て
重
要
で
あ
る
こ
と
等
に
鑑
み
、
障
害
者
虐
待
の
防
止
、
養
護
者
に
対
す

る
支
援
等
に
関
す
る
施
策
を
促
進
し
、
も
っ
て
障
害
者
の
権
利
利
益
の
擁
護
に
資
す
る
た
め
、
所
要
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す

る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
障
害
者
」
と
は
、
障
害
者
基
本
法
に
規
定
す
る
障
害
者
を
い
い
、
「
障
害
者
虐
待
」
と
は
、
養
護

者
に
よ
る
障
害
者
虐
待
、
障
害
者
福
祉
施
設
従
事
者
等
に
よ
る
障
害
者
虐
待
及
び
使
用
者
に
よ
る
障
害
者
虐
待
を
い
う
。

二

何
人
も
、
障
害
者
に
対
し
、
虐
待
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

三

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
障
害
者
虐
待
の
予
防
及
び
早
期
発
見
そ
の
他
の
障
害
者
虐
待
防
止
等
の
た
め
、
関
係
省
庁
相

互
間
等
の
連
携
の
強
化
そ
の
他
必
要
な
体
制
の
整
備
、
関
係
機
関
の
職
員
の
研
修
等
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
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四

国
等
の
関
係
機
関
は
、
障
害
者
虐
待
の
早
期
発
見
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

五

養
護
者
又
は
障
害
者
福
祉
施
設
従
事
者
等
に
よ
る
障
害
者
虐
待
を
受
け
た
と
思
わ
れ
る
障
害
者
を
発
見
し
た
者
は
市
町
村

に
、
使
用
者
に
よ
る
障
害
者
虐
待
を
受
け
た
と
思
わ
れ
る
障
害
者
を
発
見
し
た
者
は
市
町
村
又
は
都
道
府
県
に
、
速
や
か
に
、

こ
れ
を
、
通
報
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

六

五
の
通
報
を
受
け
た
場
合
の
措
置
と
し
て
の
障
害
者
の
一
時
保
護
、
障
害
者
福
祉
施
設
の
業
務
等
の
適
正
な
運
営
の
確
保
、

都
道
府
県
労
働
局
へ
の
報
告
等
及
び
養
護
者
の
負
担
軽
減
の
た
め
の
支
援
措
置
等
を
規
定
す
る
。

七

学
校
、
保
育
所
等
の
長
及
び
医
療
機
関
の
管
理
者
は
、
障
害
者
虐
待
の
防
止
の
た
め
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

八

市
町
村
又
は
都
道
府
県
は
、
障
害
者
の
福
祉
に
関
す
る
事
務
を
所
掌
す
る
部
局
等
が
、
そ
れ
ぞ
れ
市
町
村
障
害
者
虐
待
防

止
セ
ン
タ
ー
又
は
都
道
府
県
障
害
者
権
利
擁
護
セ
ン
タ
ー
と
し
て
の
機
能
を
果
た
す
よ
う
に
す
る
も
の
と
す
る
。

九

こ
の
法
律
は
、
平
成
二
十
四
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

十

政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
三
年
を
目
途
と
し
て
、
児
童
虐
待
、
高
齢
者
虐
待
、
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
等
の
防
止
等
に

関
す
る
法
制
度
全
般
の
見
直
し
の
状
況
を
踏
ま
え
、
こ
の
法
律
の
施
行
状
況
等
を
勘
案
し
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基

づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。


